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【障害福祉サービス事業者】 

練馬区施設等運営支援臨時給付金事業 事務手続 

令和８年６月 12日 

 

１ 事業内容 

  急激な物価上昇による影響を緩和することにより、障害者等が必要なサービスを継続的

に受けられるようにするため、練馬区（以下「区」という。）の区域内（以下「区内」と

いう。）に所在し、東京都知事または区長の指定または登録を受けている障害福祉サービ

ス事業所を運営する事業者（以下「事業者」という。）に対し、練馬区施設等運営支援臨

時給付金（以下「給付金」という。）を支給する。 

 

２ 支給内容 

 ⑴ 支給対象者および請求区分 

   令和８年１月１日現在、区内で障害福祉サービス事業所を運営する事業者で、引き続き令

和８年７月１日以降も運営を継続している事業者（区立施設を運営する指定管理者を除

く。）を支給対象者とする。ただし、請求区分Ａ－１・２、Ｂ－１およびＣ－１・３につ

いては、東京都が同様の事業を実施するため、⑵イ①に規定する光熱費、食材費および燃料

費（以下「光熱費等」という。）は対象外とする。 

  ア 入所系 

   ① 請求区分Ａ－１ 

     施設入所支援、共同生活援助 

   ② 請求区分Ａ－２ 

     短期入所（空床利用型を除く。） 

  イ 通所系 

   ① 請求区分Ｂ－１ 

     生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労選択支援、日中一時支

援事業、児童発達支援、放課後等デイサービス 

   ② 請求区分Ｂ－２ 

     地域活動支援センター 

  ウ 訪問・相談系 

   ① 請求区分Ｃ－１ 

     居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援、自立生活援助、居宅

訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 

   ② 請求区分Ｃ－２ 

     基準該当サービス 

   ③ 請求区分Ｃ－３ 

     計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、就労定着支援 

 



 

2 

 

 ⑵ 支給対象期間および給付額 

  ア 支給の対象期間（以下「支給対象期間」という。）は、令和８年１月１日から同年 

６月30日までとする。 

  イ 支給額は、光熱費等およびその他運営費の価格上昇による影響額から算出した給付

基準額を基に、下表により算出する。 

   ① 光熱費等 

請求区分 計算式 

通所系 Ｂ-２ 

（食事提供あり） 

定員１人当たり給付基準額 9,642円×定員数 

（上記以外） 

定員１人当たり給付基準額 5,922円×定員数 

訪問・相談系 Ｃ-２ １事業所につき給付基準額 29,500円 

   ② 食材料費 

請求区分 計算式 

入所系 Ａ-１ 定員１人当たり給付基準額 12,000円×定員数 

   ③ その他運営費 

請求区分 計算式 

入所系 Ａ-１・２ 
定員１人当たり給付基準額 3,000円×定員数 

通所系 Ｂ-１・２ 

訪問・相談系 Ｃ-１～３ １事業所につき給付基準額50,000円 

  ウ 定員数は、令和８年１月１日時点の利用定員の数とし、同月２日以降に新規に開設

する場合は、指定または登録時の利用定員の数とする。 

 ⑶ 支給額を変更する場合の計算式 

  ア 令和８年１月２日以降、新規に開設した事業所については、開設期間の月数を６で

割った数を、⑵イの表に基づき算出した額に乗じて支給額を算出する。 

  イ 令和８年１月２日から申請日までの間に、休止期間がある事業所については、休止

期間の月数を６で割った数を、⑵イの表に基づき算出した額に乗じて減ずる額を算出

し、⑵イの表に基づき算出した額から差し引いて支給額を算出する。 

  ウ アおよびイに基づく計算式は、⑵イ③の表に基づき算出した額には適用しない。 

  エ 事業所の新規開設および休止に伴う事由発生日は、各月１日を基準日として計算す

る。 

  オ 令和８年１月２日以降に利用定員に変更があった場合、各月１日時点の利用定員を

もとに支給額を再計算する。 

 ⑷ 給付金の支給条件 

  ア 本事業に係る収入および支出との関係を明らかにした調書を作成し、これを５年間

保管しておくこと。 
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  イ 区から障害福祉サービス事業の遂行状況、経理状況その他必要な事項について報告

を求められたときは、速やかに報告すること。 

  ウ アおよびイについて、区から必要な指示を受けたときは、直ちにその指示に従うこ

と。 

  エ 区長は、アからウまでに掲げるもののほか、必要と認める条件を付すことができる。 

 ⑸ 給付金を支給しない場合 

  ア 練馬区暴力団排除条例（平成24年12月練馬区条例第54号。以下「暴排条例」とい

う。）第２条第１号に規定する暴力団である場合 

  イ 代表者、役員または使用人その他の従業者もしくは構成員が暴排条例第２条第２号

に規定する暴力団員である場合または同条第３号に規定する暴力団関係者である場合 

  ウ 申請日時点において、事業所を継続して運営する見込みがない場合 

 ⑹ 給付金の使途 

   本事業の目的は、物価上昇の影響により負担が増加した施設等の運営経費を賄うため

のものであるため、支出にあたっては本事業の趣旨を踏まえること。 

なお、別途補助事業へ申請している経費に充当することは認めない。 

 

３ 申請および支給方法 

 ⑴ 申請 

  ア 給付金を受けようとする事業者（以下「申請事業者」という。）は、区長が別に定

める日までに、第１号様式により申請および請求を行う。 

  イ 申請事業者は、給付金を受け取るに当たり、運営法人の代表者名義の口座を指定す

ることとする。 

なお、事業所名義の口座等、名義が異なる口座を指定する場合には、第２号様式を

区長に提出しなければならない。 

  ウ 申請事業者が２⑴に規定する事業所を複数運営する場合（同一所在地において運営

する場合を含む。）は、それぞれの事業所ごとに申請することができる。 

  エ ウにかかわらず、申請事業者が同一所在地かつ同一建物において、２⑴に規定する

事業所を複数運営している場合、請求区分ごとに１事業所に限り申請することができ

る。 

  オ 事業者が同一所在地かつ同一建物において、２⑴ウ①に規定する障害福祉サービス

事業所と訪問系の介護サービス事業所、または２⑴ウ③に規定する障害福祉サービス

事業所と相談系の介護サービス事業所を併せて運営している場合、２⑴ウ①および③

に規定する障害福祉サービス事業所については申請することができない。 

 ⑵ 支給 

区長は、申請事業者から給付金の申請および請求があったときは、その内容を審査

し、給付金の支給または不支給を決定するものとする。この場合において、区長は、支

給を決定したときは第３号様式により、不支給を決定したときは第４号様式により申請

事業者に通知し、支給を決定した給付金を速やかに支給するものとする。 
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 ⑶ 精算 

   本事業により支給した給付金の精算は不要とする。 

 ⑷ 支給決定の取消し 

   区長は、３⑵の規定により支給の決定を受けた申請事業者（以下「支給決定事業者」

という。）がつぎのアからオまでのいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全

部または一部を取り消すことができる。 

  ア 偽りその他不正の手段により、給付金の支給を受けたとき。 

  イ 給付金の支給決定の内容またはこれに付した条件その他この事務手続に違反したと

き。 

  ウ 支給決定事業者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員または使用人その他

の従業員もしくは構成員を含む。）が２⑷イまたはウに該当するに至ったとき。 

  エ 令和８年１月１日から同年６月30日までの間に休止または廃止したとき。 

  オ アからエまでに掲げるもののほか、区長が不適当と認める事情が生じたとき。 

 ⑸ 給付金の返還 

   区長は、給付金の支給決定の全部または一部を取り消した場合は、第５号様式により

支給決定事業者に通知する。この場合において、既に給付金を支給しているときは、そ

の返還を命じるものとする。 

 

４ その他 

  この事務手続に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別

に定める。 

 

 付 則 

  この事務手続は、令和８年６月12日から施行し、同年１月１日から適用する。 


